
令和4年１⽉
内閣府男⼥共同参画局推進課

政策・⽅針決定過程への⼥性の参画拡⼤
について

資料３



１．政治分野の状況
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⼥性議員の⽐率

女性議員
割合

議員数 女性議員数

衆議院 9.7% 465 45

参議院 23.1% 242 56

合 計 14.3% 707 101

（注１）衆議院は2021年12月22日、参議院は2022年１月６日現在（衆議院及び参議院ＨＰより）。
（注２）都道府県議会は2021年８月１日現在（内閣府調べ）。
（注３）市町村議会は2020年12月31日現在（総務省調べ）。
（注３）有権者に占める女性の割合：51.7%（「衆議院議員総選挙結果調」令和３年10月31日執行衆議院議員総選挙速報結果より）。

女性議員
割合

議員数 女性議員数

都道府県議会 11.6% 2,621 305

市区町村議会 14.8% 29,608 4,382

合 計 14.5% 32,229 4,687

１．国会

２．地方議会

2



⼥性ゼロ議会、⾸⻑に占める⼥性割合

女性割合 首長数 女性首長数

都道府県知事 4.3% 47 ２

市区町村長 2.0% 1739 34

２．首長に占める女性割合

（注１）2020年12月31日現在。総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調」より男女共同参画局作成。
（注２）島根県及び熊本県にそれぞれ欠員１があるため、市区町村長数は1739となる。

女性ゼロ
議会比率

議会数
女性ゼロ
議会数

都道府県議会 0.0% 47 ０

市区町村議会 17.1% 1741 298

市議会 3.7% 792 29

特別区議会 0.0% 23 ０

町村議会 29.0% 926 269

１．女性ゼロ議会
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政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与する。

「候補者男⼥均等法」（政治分野における男⼥共同参画の推進に関する法律）
（平成30年５⽉23⽇法律第28号）

〔概 要〕
１ 目的（第１条）

１. 衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等と
なることを目指して行われるものとする。

２ .男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにする。
３. 家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるようにする。
４. 政党その他の政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行

政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組むものとする。

２ 基本原則（第２条）

３ 責務等（第３条及び第４条）

国及び地方公共団体の責務

政党その他の政治団体の努力

国及び地方公共団体は、政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

当該政党等に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目標の設定、選定方法の改善、人材育成、公職等にある者及び
公職の候補者についての性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決その他の事項に
ついて、自主的に取り組むよう努めるものとする。

実態の調査及び情報の収集等（第６条）、啓発活動（第７条）、環境整備（第８条）、性的な言動等に起因する問題への対応（第９条）、
人材の育成等（第10条）、その他の施策（第11条）

５ 基本的施策

４ 法制上の措置等（第５条）

政治分野における男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等を講ずるものとする。

基本原則にのっとり

※ 平成30年４月11日 衆議院内閣委員長による法案提出、同年５月16日 可決・成立、同年５月２３日公布・施行
※ 一部を改正する法律は、令和３年６月７日 参議院内閣委員長による法案提出、同年６月10日可決・成立、同年６月１６日公布・施行

※ 赤字は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和３年６月１６日法律第67号）による改正
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◆⼥性の政治参画マップ

国や地⽅の政治分野における⼥性の参画状況の「⾒える化」

◆市区町村⼥性参画状況⾒える化マップ◆都道府県別全国⼥性の参画マップ

リーフレット・パンフレット

政治分野における
女性の参画状況
等をまとめたリー
フレットや諸外国
の取組をまとめた
パンフレットを作成
し周知・啓発を実
施。

WEBサイトを通じた情報の提供 https://www.gender.go.jp/policy/seijibunya/index.html

内閣府は、政治分野における⼥性の参画状況や政治分野における男⼥共同参画に関する調査研究
結果、各政党における政治分野の男⼥共同参画のための取組等をWEBサイト上で公表している。

各都道府県の女性議員比率
首長及び議長の女性数等

都道府県の女性議員比率
女性ゼロ議会比率等

女性地方議員比率、
女性が参画しやすい環境の整備状況
等

地⽅公共団体の取組
好事例集

好事例集（イベ
ントの開催、広
報・啓発、ハラス
メント対策、環境
整備等の取組）
を作成。

政治分野における男⼥共同参画の推進に向けた「⾒える化」
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地図上で市区町村別に①市区町村議会議員に占める⼥性の割合、②市区町村議会における
出産に伴う⽋席規定の有無、③市区町村議会における⼥性議員が活躍しやすい環境整備状
況などを⾒える化

＜「市区町村議会」の「議員に占める⼥性の割合」の⻘森県を選択した場合＞

URL：http://wwwa.cao.go.jp/shichoson_map

＜各市町村を選択した場合の表⽰例＞

実数 割合

７⼈／35⼈ 20.0%

※上記のほか、市町村⻑⼜は副市町村⻑の⼥性の有無、公務員の管理職及び係⻑相当職に占める⼥性の割合、男性公務員の育児休業取得率、審議会委員に
占める⼥性の割合、⾃治会⻑に占める⼥性の割合、防災会議委員に占める⼥性の割合、男⼥共同参画に関する計画策定状況も⾒える化

市区町村別の詳細は、
「市町村⼥性参画状況
⾒える化マップ」で検索
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女性の政治参画への障壁等に関する調査研究報告書（概要抜粋）

【調査の概要】

１．男女の地方議会議員に対するアンケート調査

地域、議会の種類等を考慮して抽出した1,144の地方議会の男女議員10,100人を対象として、紙媒体の調査票又はウェブに

よる調査を実施（調査期間：令和2年12月25日～令和3年1月31日）。合計5,513人（男性3,243人、女性2,164人）から回答を

得た（回収率54.6％）。

２．立候補を検討したが断念した者に対するアンケート調査

国政選挙や地方議会選挙、首長選挙に立候補しようと考え、具体的な行動（身近な人に話す、政治家に話を聞く等）を起

こしたが、断念した者を対象としてインターネットモニター調査を実施（調査期間：令和2年12月24日～令和3年1月31日）。

合計994人（男性500人、女性494人）から回答を得た。

令和３年３月
内閣府男女共同参画局

男女の地方議会議員に対するアンケート調査結果

【表１】議員活動を行う上での課題（「大いに課題である」及び「やや課題である」の合計、女性の上位12項目）

順位 項目 女性 男性

１ 専門性や経験の不足 58.8％ 41.8％
（1位）

２ 地元で生活する上で、プライバシーが確保されない 36.6％ 23.9％
（5位）

３
性別による差別やセクシャルハラスメントを受けることが
ある

34.8％ 2.2％
(13位)

３ 人脈・ネットワークを使って課題を解決する力量の不足 34.8％ 22.2％
（6位）

５ 議員活動に係る資金の不足 34.1％ 41.5％
（2位）

６
議員活動と家庭生活（家事、育児、介護等）との両立が難
しい

33.7％ 13.7％
（8位）

※全14項目についてそれぞれどの程度あてはまるかを選択。

順
位

項目 女性 男性

７ 政治は男性が行うものだという周囲の考え 30.6％ 14.5％
（7位）

８ 生計の維持 25.6％ 38.3％
（3位）

９ 議員活動と他の仕事の両立(兼業)が難しい 25.1％ 27.9％
（4位）

10 他の議員の理解やサポートが得られない 18.9％ 11.8％
（9位）

11 地元の理解やサポートが得られない 15.2％ 11.7％
（10位）

12 家族の理解やサポートが得られない 12.0％ 10.3％
（11位）

<
>
>

>

>

>

<
>

>

※男女間で7.0％ポイント以上の差があるものに不等号を記載。

議員活動を行う上での課題についての回答のうち、女性の上位12項目は以下のとおり。男女の差が大きい項目は、「性別による差別やセク
シャルハラスメント」、「議員活動と家庭生活（家事、育児、介護等）との両立」である。
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議員活動や選挙活動中に、有権者や支援者、議員等からハラスメントを受けたかという質問に対して、全体の42.3％、男性の32.5％、女性
の57.6％がいずれかのハラスメント行為（注）を受けたと回答している。その具体的な内容及びそれに対して有効と考える取組は以下のとおり。

【表２】議員活動や選挙活動中に受けたハラスメント行為（女性の上位５項目） 【表３】有効な取組（「有効」と回答した者の割合、女性の上位３項目）

※全６項目について、実施主体（議会又は政党・会派）ごとに、それぞれ「有効」、「どちらともいえない」、
「有効でない」から選択。

順位 項目 女性 男性

１
性的、もしくは暴力的な言葉（ヤジを含む）による
嫌がらせ

26.8％ 8.1％
（3位）

２ 性別に基づく侮辱的な態度や発言 23.9％ 0.7％
（8位）

３ SNS、メール等による中傷、嫌がらせ 22.9％ 15.7％
（1位）

４
身体的暴力やハラスメント（殴る、触る、抱きつく
など）

16.6％ 1.6％
（7位）

５
年齢、婚姻状況、出産や育児などプライベートな事
柄についての批判や中傷

12.2％ 4.3％
（5位）

※複数回答可（全８項目の中から当てはまるもの全てを選択）。

（注）表２の５項目及び「投票、支持の見返りに何らかの行為を要求」、「付きまとい、ストーキング」、
「その他」の全８項目の行為。

順位 実施主体 項目 女性 男性

１ 議会 議員向け研修 69.3％ 61.3％
（1位）

２ 議会
ハラスメント防止のための倫理規
定等の整備

66.6％ 57.6％
（2位）

３ 議会 相談窓口の設置 63.1％ 52.0％
（3位）

>
>
>
>
>

※男女間で7.0％ポイント以上の差があるものに不等号を記載。

※男女間で7.0％ポイント以上の差があるものに不等号を記載。

>
>
>
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順
位

項目 女性 男性

１
選挙管理事務局、政党、議会事
務局等での相談窓口の設置

49.6％ 44.0％
（3位）

２
有権者、支援者、議員への啓発
や研修

47.8％ 46.8％
（2位）

３ 監視機関の設置 46.8％ 53.6％
（1位）

【表５】有効な取組（「有効」と回答した者の割合、全３項目）

順
位

項目 女性 男性

１ 性別に基づく侮辱的な態度や発言 27.2％ 11.4％
（8位）

２ SNS、メール等による中傷、嫌がらせ 23.1％ 24.5％
（1位）

３ 年齢、婚姻状況、出産や育児などプライベートな事柄についての批判や中傷 21.6％ 14.1％
（6位）

４ 性的、もしくは暴力的な言葉（ヤジを含む）による嫌がらせ 20.4％ 16.9％
（4位）

５ 投票、支持の見返りに何らかの行為を要求 18.5％ 23.4％
（2位）

（注）表４の５項目及び「身体的暴力やハラスメント（殴る、触る、抱きつ
くなど）」、「付きまとい、ストーキング」、「その他」の全８項目の行為。

>

>

立候補を検討したが断念した者に対するアンケート調査結果

立候補を検討している時または立候補準備中に、有権者や支援者、議員等からハラスメントを受けたかという質問に対して、全体の61.8％、
男性の58.0％、女性の65.5％がいずれかのハラスメント行為（注）を受けたと回答している。その具体的な内容等は以下のとおり。

【表４】立候補検討・準備中に受けたハラスメント行為（女性の上位５項目）

※複数回答可（全８項目の中から当てはまるもの全てを選択）。

※全３項目についてそれぞれ「有効」、「どちらともいえない」、「有効でな
い」から選択。

※男女間で7.0％ポイント以上の差があるものに不等号を記載。



地⽅議会における両⽴⽀援に係る会議規則の整備状況について

⼥性は我が国の有権者の約52％を占めるが、地⽅議会議員に占める⼥性の割合は、特別区議会では30.2％である⼀⽅、都
道府県議会では11.6％、市議会では16.2％、町村議会では11.3％である。また、⼥性が１⼈もいない地⽅議会は、市議会で
は29、町村議会では269も存在する。

「第５次男⼥共同参画基本計画」（令和２年12⽉25⽇閣議決定）では、政治分野における⼥性の参画拡⼤に向けて地⽅議
会の取組を進めるため、
• すべての市区町村議会において出産が⽋席事由として明⽂化されるよう要請する
• 出産に係る産前・産後期間にも配慮した会議規則の整備や育児・介護等の⽋席事由としての明⽂化が促進されるよう要請

する
• 会議規則における出産・育児・介護等に伴う⽋席規定の整備状況等を調査し⾒える化等を⾏う
としている。

これを受け、令和３年１⽉に、⼥性活躍担当⼤⾂・内閣府特命担当⼤⾂（男⼥共同参画）から全国都道府県議会議⻑会、全
国市議会議⻑会及び全国町村議会議⻑会に対して、標準会議規則の改正の検討を要請し、各議⻑会は1⽉下旬から2⽉上旬にか
け標準会議規則を改正した。
本調査は、「⼥性活躍・男⼥共同参画の重点⽅針2021」※（令和３年６⽉16⽇政府決定）も踏まえ、本年７⽉１⽇時点に

おける整備の進捗状況を確認するため調査を⾏ったものである。

なお、本年６⽉に改正された「政治分野における男⼥共同参画の推進に関する法律」においては、国及び地⽅公共団体は、
議会における⽋席事由の拡⼤をはじめとする両⽴⽀援のための体制整備に関する取組を積極的に進めることができる環境整備
を⾏うものとされている（第８条）。

１．調査の背景・⽬的

調査時点は令和３年７⽉１⽇現在。昨年度調査は令和２年４⽉１⽇時点。
対象議会数は、都道府県議会︓47 市区町村議会︓1,741（今年度も昨年度も同じ）

２．調査の概要

※ ⼥性活躍・男⼥共同参画の重点⽅針2021（抄）
Ⅱ ⼥性の登⽤⽬標達成に向けて〜「第５次男⼥共同参画基本計画」の着実な実⾏〜
（１）政治・⾏政分野

政治分野における男⼥共同参画の推進
各地⽅議会における出産に係る産前・産後期間にも配慮した会議規則の整備状況について、令和３年７⽉１⽇時点の状況を新たに調査し、

調査結果を公表する。

令和３年12⽉２⽇更新
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地⽅議会における両⽴⽀援に係る会議規則の整備状況について
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10.6 

0
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2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

出産（本人） 疾病（本人） 出産（配偶者） 家族の看護 家族の介護 育児

市区町村議会 n=1741［％］

明文規定あり

運用上認め

られている

出産（本人） 疾病（本人） 家族の看護出産（配偶者） 家族の介護 育児

Ⅰ 議会における⽋席事由の整備状況

 都道府県議会においては、育児及び家族の介護を⽋席事由として明⽂化している議会の割合が、昨年度から⼤きく増
加し、いずれも全体の約８割となった。

 市区町村議会においては、出産を⽋席事由として明⽂化している議会が増加し、全体の約９割となった（いまだ明⽂
の規定がない議会は188）。出産以外の⽋席事由については、育児、家族の介護のほか、本⼈の疾病や配偶者の出産、
家族の看護についても⼤きく増加し、いずれも全体の６割を超えた。

３．調査結果の概要

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

運用上 0 0 0 0 8 7 11 12 8 1 8 1

明文化 47 47 47 47 15 17 16 19 16 39 12 38

出産（本人） 疾病（本人） 出産（配偶者） 家族の看護 家族の介護 育児

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

運用上 57 57 1,040 392 484 189 602 227 546 212 461 185

明文化 1,424 1,553 225 1,132 67 1,083 65 1,080 63 1,084 53 1,078

家族の介護 育児出産（本人） 疾病（本人） 出産（配偶者） 家族の看護

令和３年12⽉２⽇更新
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35
(74.5%)

12
(25.5%)

＜都道府県議会＞
n=47

規定あり

規定なし

地⽅議会における両⽴⽀援に係る会議規則の整備状況について

Ⅱ 出産を⽋席事由として明⽂化している議会における産前産後期間の規定の有無

 出産を⽋席規定として明⽂化している議会において、産前産後期間について具体的な規定を設けている議会は、都道府
県議会では全体の35議会（約75％）※※、市区町村議会では全体の1,12８議会（約73％）となっている。

Ⅲ 出産を⽋席事由として明⽂化している議会のうち産前産後期間の規定がある議会における⽋席可能期間

 出産を⽋席規定として明⽂化しており、かつ、産前産後期間について具体的な規定を設けている議会（調査結果Ⅱ参照）に
おいては、都道府県議会、市区町村議会共に全数が、労働基準法第65条に定める期間相当の期間を定めている。

【参考】労働基準法
第65条 使⽤者は、六週間（多胎妊娠の場合にあつては、⼗四週間）以内に出産する予定の⼥性が休業を請求した場合においては、
その者を就業させてはならない。
２ 使⽤者は、産後⼋週間を経過しない⼥性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した⼥性が請求した場合において、
その者について医師が⽀障がないと認めた業務に就かせることは、差し⽀えない。

（備考）本調査では、⽋席可能な期間が具体的に定められているか、定められている場合当該期間が労働基準法第65条に定める期間に満たないものか否かを
調査するため、「１ 労働基準法65条の産前産後の就業制限の期間より短い」、「２ 労働基準法65条の産前産後の就業制限の期間以上である」、
「３ 期間の定めはない」のいずれの選択肢に当たるかを調査している。労働基準法第65条に定める期間相当の期間を定めている議会とは、
「２ 労働基準法65条の産前産後の就業制限の期間以上である」と回答した議会を指す。

３．調査結果の概要

※※ 全国都道府県議会議⻑会が2021年7⽉16⽇時点で実施した調査では、
産前産後期間について具体的な規定を設けている議会は５議会増え、
40議会（85.1％）であった。

1,128
(72.6%)

425
(27.4%)

＜市区町村議会＞
n=1553

規定あり

規定なし

規定あり
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地⽅議会における両⽴⽀援に係る会議規則の整備状況について

３．調査結果の概要

（参考） 会議規則の整備による出産による⽋席可能期間への影響

 規則に定めがある場合のほか運⽤上の取扱いも含めて、出産により⽋席が可能な期間をみると、都道府県議会、市区町
村議会のいずれにおいても、労働基準法相当であるとした議会が⼤幅に増加し、期間の定めなしとする議会が⼤きく減
少した。

 今回調査において⽋席可能期間が労働基準法相当である議会は、すべて産前産後期間について規則に規定を設けている
議会であったことを踏まえると（調査結果Ⅲ参照）、標準会議規則の改正を踏まえ、各議会の会議規則に産前産後期間を明
記する改正が進められたことにより、多くの議会で労働基準法相当の期間⽋席が可能であることが明確になったといえ
る。

（備考）議員の出産を⽋席事由として明記した規定があると回答した議会について、⽋席可能期間別に議会数を集計したもの。
議員の出産を⽋席事由として明記している都道府県議会数は47（2020年度も同じ）、市区町村議会は1,553（2020年度は1,424）
かっこ内の割合は、同⼀年度の調査における全体に占める「労基法未満」、「労基法相当」、「期間の定めなし」それぞれの議会の割合。

(0.0%)
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(0.0%)
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12 
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２．⾏政分野の状況

14



都道府県の地⽅公務員採⽤者に占める⼥性の割合の推移

（備考）１．内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」より作成。
２．採用期間は，各年４月１日から翌年３月31日。
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政令指定都市（全体） 政令指定都市（大学卒業程度）
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40％
（2025年）
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（第5次男⼥共同
参画基本計画）

40％
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（％）
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本庁課⻑相当職の職員

本庁課⻑補佐相当職の職員

本庁係⻑相当職の職員

＜都道府県＞

地⽅公務員（都道府県）の⼥性登⽤状況の推移

（資料出所）内閣府「地⽅公共団体における男⼥共同参画社会の形成⼜は⼥性に関する施策の推進状況」

成果⽬標
（第5次男⼥共同
参画基本計画）

30％
（2025年度末）

25％
（2025年度末）

16％
（2025年度末）

10％
（2025年度末）
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本庁課⻑相当職の職員

本庁課⻑補佐相当職の職員

本庁係⻑相当職の職員

＜市区町村＞

地⽅公務員（市区町村）の⼥性登⽤状況の推移

（資料出所）内閣府「地⽅公共団体における男⼥共同参画社会の形成⼜は⼥性に関する施策の推進状況」

成果⽬標
（第5次男⼥共同
参画基本計画）

40％
（2025年度末）

33％
（2025年度末）

22％
（2025年度末）

14％
（2025年度末）
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民間企業 国家公務員 国家公務員（一般職） 地方公務員

（％）

男性の育児休業取得率の推移
○地方公務員の男性の育児休業取得率は、2020年度で13.2％。

女性の育児休業取得率

民間企業 81.6％（令和２年度）

国家公務員 99.6％（令和２年度）

地方公務員 99.7％（令和２年度）

（備考）
１．国家公務員は、平成21年度までは総務省・人事院「女性国家公務員の採用・登用の拡大状況等のフォローアップの実施結果」、22年度から24年度は「女性

国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業の取得状況のフォローアップ」、25年度は内閣官房内閣人事局・人事院「女性国家公務員の登用状況及び
国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ」、26年度以降は内閣官房内閣人事局「女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業等の取
得状況のフォローアップ」より作成。

２．国家公務員（一般職）は、人事院「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査」及び人事院「年次報告書」より作成。
なお、自衛官など防衛省の特別職国家公務員は含まれていない。

３．地方公務員は、総務省「地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」より作成。
４．民間企業は厚生労働省「雇用均等基本調査（女性雇用管理基本調査）」より作成。
５．国家公務員及び地方公務員の育児休業取得率の算出方法は、当該年度中に新たに育児休業が可能となった職員数に対する当該年度中に新たに育児休業を

した職員数の割合。

成果⽬標
（第5次男⼥共同
参画基本計画）

30％
（2025年）

30％
（2025年）

30％
（2025年）

（年度）
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地⽅公共団体の審議会等委員に占める⼥性の割合の推移

（資料出所）内閣府「⼥性の政策・⽅針決定参画状況調べ 」
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女性委員
割合

委員数 女性委員数

都道府県 33.4% 38,960 13,003

市区町村 27.6% 597,274 165,087

（注１）令和３年度「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」調査（内閣府男女共同参画局）。
（注２）都道府県は法律又は政令により地方公共団体に置かなければならない審議会等のうち、2021年３月時点で内閣府が把握した49審議会等について

調査した結果。
（注３）市町村は法律、法令及び条例により設置された審議会等について調査した結果。広域で設置されている審議会等も含む。
（注４）都道府県に置かれた審議会等のうち女性委員のいない審議会等としては、小児慢性特定疾病審査会、都道府県交通安全対策会議、指定難病

審査会、救急搬送受入協議会、石油コンビナート等防災本部等がある。

女性委員のいない
審議会等の割合

審議会等数
女性委員のいない

審議会等数

都道府県 3.2% 1,732 55

市区町村 13.3% 43,844 5,815

１．審議会等の委員に占める女性の割合

２．女性委員のいない審議会等

地⽅公共団体の審議会等の⼥性の参画状況
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12.8%

17.3%

20.0%

15.5%

23.2%

25.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

校長 副校長・教頭

※資料出所：文部科学省「学校基本統計」（各年５月１日現在）

初等中等教育機関における管理職の⼥性割合

成果⽬標
（第5次男⼥共同
参画基本計画）
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※資料出所：文部科学省「教育⾏政調査」（各年５月１日現在）

⼥性委員のいない教育委員会の数

成果⽬標
（第5次男⼥共同
参画基本計画）
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３．経済分野の状況
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民間企業 管理職相当の女性割合の推移

部長、課長、係長に就く女性割合は着実に伸びている。

（備考） １．各年６月時点、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。
２．常用労働者100人以上を雇用する企業に属する労働者のうち、雇用期間の定めがない者における役職者。
３．管理職の定義について ・部長級：事業所で通常｢部長｣又は「局長」と呼ばれている者であって、その組織が２課以上からなり、

又は、その構成員が20人以上（部（局）長を含む。）のものの長 ・課長級：事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その
組織が２係以上からなり、又は、その構成員が10人以上（課長を含む。）のものの長。

成果⽬標
（第５次男⼥共同参画基本計画）

30％（2025年）

18％（2025年）

12％（2025年）

係⻑相当職

課⻑相当職

部⻑相当職

女性就業者の推移

女性役員数の推移

上場企業の女性役員数は、9年間(2012-2021)で約4.8倍に増加。

出典：東洋経済新報社「役員四季報」
（注）：調査時点は原則として各年７月31日現在。調査対象は、全上場企業。ジャスダック上場会社を含む。

「役員」は、取締役、監査役、指名委員会等設置会社の代表執行役及び執行役。

⽐率

出典：OECD” Social and Welfare Statistics” 2020年の値。
※ EUは、各国の優良企業銘柄50社が対象。他の国はMSCI ACWI構成銘柄(2700社程度、大型、中型銘柄）の企業が対象。
（注）2021年7月時点の全上場企業役員に占める女性の割合（7.5％）は東洋経済新報社「役員四季報」より算出。

諸外国の女性役員割合
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女性就業者数は、7年間(2012～19年)で約330万人増加。

出典：総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
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⼥性役員がいない東証⼀部上場企業数

カッコ内の数値は各年における東証一部上場企業全体に占める割合。

調査時点は原則として各年７月31日現在。

「役員」は、取締役、監査役、指名委員会等設置会社の代表執行役及び執行役。

出典：東洋経済新報社「役員四季報」及び日本取引所グループホームページ
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 東京証券取引所第⼀部市場上場企業において、⼥性役員がいない企業数は減少しているものの、2021年時点にお
いて未だ約1/3の企業において⼥性役員がいない。

（62.0％） （57.8％）

（48.7％）
（42.3％）

（33.4％）
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業種別の⼥性役員割合分布状況

出典：東洋経済新報社「役員四季報」

（注）：調査時点は原則として2021年７月31日現在。調査対象は、全上場企業。

「役員」は、取締役、監査役、指名委員会等設置会社の代表執行役及び執行役。

女性役員比率
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 ⼥性役員がいない企業が過半数を占める業種が、33業種中９業種。

女性役員がいない企業が
過半数を占めている業種
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